
【アゼルバイジャン経済トピック 14４号】  

                          在アゼルバイジャン日本大使館 

                                 2023年７月５日 

 

日・アゼルバイジャン租税条約の発効 

 

本日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のため

の日本国とアゼルバイジャン共和国との間の条約」（日・アゼルバイジャン租税条約）（２０２２年

１２月２７日署名）を発効させるため、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了

したことを確認するアゼルバイジャンへの通告を行い、その効力発生に必要な全ての手続が完

了しました。 

 

１ これにより、この条約は、本年８月４日（遅い方の通告が受領された日の後３０日目の日）に

効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。 

（１）我が国においては、 

ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、２０２４年１月１日以後に開始する各課税年

度の租税 

イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、２０２４年１月１日以後に課される租税 

（２）アゼルバイジャンにおいては、 

ア 源泉徴収される租税に関しては、２０２４年１月１日以後に取得される所得 

イ その他の租税に関しては、２０２４年１月１日以後に開始する各課税年度について課される

租税 

 

２ 情報交換及び徴収共助に関する規定は、本年８月４日から適用されます。 

 

［参考］「日・アゼルバイジャン租税条約」 

（和文） https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100524881.pdf 

(英文） https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100524882.pdf 

 

（注）この条約は、アゼルバイジャン以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条

約（所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義

共和国連邦政府との間の条約）に影響することはありません。 

（以上） 
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